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ACサーボモータ EACマーク削除に伴う製品および梱包の表示変更について 
 

平素は、三菱電機ACサーボシステムに対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

ACサーボモータにおきまして、EAC (Eurasian Conformity) 制度の認証期限切れに伴い、製品からEACマー

クを削除します。本変更と併せて名板内容統一のため記載を変更させていただきますので、ご了承賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 対象機種 

サーボモータ全機種 (回転型サーボモータ，リニアサーボモータ，ダイレクトドライブモータ) 

 

2. 変更理由 

EAC制度の認証有効期限は2027年3月であり、認証の更新について調整を進めて参りましたが、昨今の国

際情勢から認証の更新は困難であると判断いたしました。 

 

3. 変更内容 

サーボモータ名板の表記内容を以下の通り変更いたします。 

・EACマークを削除いたします。 

・UL社の認証品に対してUL Recognized Component Markの記載内容を変更いたします。 

・CEマークの記載内容を変更いたします。 

・記述よりフランス語を削除いたします。（記述は英語のみといたします。） 

なお、今回の変更において製品の機能、性能、EAC以外の取得規格への影響はございません。 

外観につきましては、次ページの「5.変更前後比較」 を参照ください。 

 

4. 変更時期 

2025年4月製造分より順次変更を実施いたします。変更時期が前後する場合がございます。 

なお、変更前後の製品が流通段階で混在する場合がありますので、ご了承頂きますようお願い申し上げ

ます。 
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5. 変更前後比較 

表1. 変更前後の比較 

 変更前 変更後 

名板 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

梱包 

 

 

 

 

 
※ 表1は一例であり、名板形式・枚数、マーク表示位置・サイズ、記載内容は機種により異なります。 
※ 在庫状況により、流通段階で混在する可能性がございます。 
※ ユーラシア経済連合 (EEU) の加盟国 (ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス) に製品を輸出する際に、 

EAC制度の認証を取得していることを示すEACマークの表示が義務付けられています。 
EACマークが表示されていない製品は、ユーラシア経済連合市場で流通・販売することはできません。 

※ EAC制度認証を除いて、規格取得状況に変更はございません。 
※ 特殊品、海外生産品につきましてはマーキング対応していないものがございます。詳細については、営業窓口にお問合せくださ

い。 
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